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衆
議
院
議
員
穀
田
恵
二
君
提
出
高
速
道
路
の
整
備
に
お
け
る
合
併
施
行
方
式
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
、
二
及
び
六
に
つ
い
て

国
が
施
行
す
る
事
業
と
会
社
（
道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
会

社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
施
行
す
る
事
業
を
組
み
合
わ
せ
た
道
路
整
備
の
手
法
（
以
下
「
合
併
施
行
方
式
」
と
い
う
。

）
は
、
適
正
な
料
金
水
準
の
下
で
採
算
を
確
保
し
つ
つ
、
必
要
な
道
路
を
効
率
的
に
整
備
す
る
た
め
に
採
用
し
て
い
る
も
の

で
あ
り
、
国
が
施
行
す
る
事
業
に
つ
い
て
は
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
二
条
本
文
の
規
定
に
基
づ

く
国
道
の
新
設
又
は
改
築
と
し
て
、
会
社
が
施
行
す
る
事
業
に
つ
い
て
は
道
路
整
備
特
別
措
置
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
く
高
速
道
路
の
新
設
又
は
改
築
と
し
て
実
施
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

一
般
国
道
の
自
動
車
専
用
道
路
の
整
備
に
つ
い
て
は
、国
土
交
通
大
臣
が
関
係
す
る
地
方
公
共
団
体
の
意
見
を
聴
き
つ
つ
、

厳
格
な
評
価
を
行
い
、
事
業
の
必
要
性
を
確
認
し
た
上
で
、
実
施
し
て
い
る
。
合
併
施
行
方
式
を
採
用
す
る
場
合
を
含
め
、

会
社
が
高
速
道
路
を
新
設
し
、
又
は
改
築
し
て
、
料
金
を
徴
収
す
る
場
合
に
は
、
道
路
整
備
特
別
措
置
法
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
事
業
方
式
を
明
ら
か
に
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

一



四
に
つ
い
て

合
併
施
行
方
式
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
事
業
ご
と
に
国
と
会
社
と
の
役
割
分
担
を
明
確
に
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
お

尋
ね
の
高
速
横
浜
環
状
南
線
に
つ
い
て
は
、
国
が
釜
利
谷
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
か
ら
〇
・
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
神
奈

川
県
横
浜
市
戸
�
区
原
宿
三
丁
目
ま
で
の
区
間
の
用
地
取
得
及
び
横
浜
市
栄
区
飯
島
町
か
ら
横
浜
市
戸
�
区
原
宿
三
丁
目
ま

で
の
区
間
の
土
工
を
実
施
し
、
会
社
が
釜
利
谷
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
か
ら
〇
・
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
区
間
の
用
地
取
得
、
釜
利

谷
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
か
ら
横
浜
市
栄
区
飯
島
町
ま
で
の
区
間
の
土
工
及
び
釜
利
谷
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
か
ら
横
浜
市
戸
�
区
原

宿
三
丁
目
ま
で
の
区
間
の
舗
装
及
び
施
設
の
設
置
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

合
併
施
行
方
式
の
う
ち
、
国
が
施
行
す
る
事
業
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
負
担
し
、
会
社

が
施
行
す
る
事
業
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
道
路
整
備
特
別
措
置
法
第
三
条
第
一
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
国

土
交
通
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
会
社
が
定
め
、
徴
収
す
る
料
金
に
よ
り
償
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
当
該
料
金
の
額
に
つ
い
て

は
、
同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
法

（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
号
）
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
協
定
の
対
象
と
な
る
高
速
道
路
ご
と
に
、
当
該
費
用
を
料
金

二



の
徴
収
期
間
内
に
償
う
も
の
で
あ
る
こ
と
、
公
正
妥
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
集
計
に
膨
大
な
作
業
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三


